
船舶事故調査報告書 

平成３０年２月２１日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗組員負傷 

発生日時 平成２９年９月１４日 ０８時２３分ごろ 

発生場所 福島県相馬市相馬港 

 相馬港南防波堤灯台から真方位２００°１,３００ｍ付近 

 （概位 北緯３７°５０.０′ 東経１４０°５７.７′） 

事故の概要  押船第５７茂
しげ

寿
ひさ

丸及び起重機船第１２茂
しげ

寿
ひさ

号は、係留場所で玉掛治

具の組立作業中、甲板員１人が負傷した。 

事故調査の経過 平成２９年９月１５日、主管調査官（仙台事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 押船 第５７茂寿丸、１９トン 

   ２９３－４０４５９宮崎、ユウキ産業株式会社 

Ｂ 起重機船 第１２茂寿号、約１,９４９トン 

なし、株式会社伊東組 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長、一級小型・特殊・特定 

甲板員Ａ、一級小型・特殊・特定 

甲板員Ｂ、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 Ａ 軽傷 １人（甲板員Ｂ） 

Ｂ なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過  Ａ船は、船長、甲板員Ａ及び甲板員Ｂほか４人が乗り組み、その船

首部をＢ船の船尾凹部に嵌合
かんごう

して押船列（以下「Ａ船押船列」とい

う。）を構成して相馬港南防波堤に係留していた。 

Ａ船の乗組員は、消波ブロックの吊
つ

り上げ作業の開始に当たり、Ｂ

船の甲板上において、Ｂ船のクレーンのワイヤ先端に取り付けられた

消波ブロック用玉掛治具の交換作業を行っていた。 

甲板員Ａは、取付予定である板状の錨型をした玉掛治具（以下「本

件フック」という。）の組立作業中、本件フックにシャックルをつな

ぐ目的で本件フック上部のシャックル取付け用の穴に鉄棒を差し込

み、てこ
．．

の原理を利用して本件フックを横に起こしていた。 

甲板員Ｂは、本件フックを起こすのを補助しようと、本件フックに

手を掛けたところ、甲板員Ａが本件フック上部の穴に差していた鉄棒

が同穴部で滑り、同鉄棒が外れて本件フックが倒れ、本件フックと甲

板との間に右手中指及び環指が挟まれた。 

甲板員Ｂは、船上にて応急手当を受けた後、医院を受診し、右手中



指環指末節骨骨折及び右中指圧挫創と診断された。 

本件フックは、消波ブロック（６４ｔ）用で、重さが約６０kg であ

った。 

本件フックは、シャックルをつなぐ際、本件フックとシャックルと

が直角に交差するので、本件シャックルを甲板に対して９０度に起こ

す必要があった。 

分析 

 

 Ａ船押船列は、相馬港において本件フックの組立作業中、甲板員Ａ

が鉄棒を使用しててこ
．．

の原理により本件フックを起こそうとしたとこ

ろ、鉄棒が外れて本件フックが倒れたことから、作業を補助しようと

本件フックに手を掛けていた甲板員Ｂが、右手中指及び環指を本件フ

ックと甲板との間に挟まれ、負傷したものと考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船押船列が、相馬港において本件フックの組立作業

中、甲板員Ａが鉄棒を使用しててこ
．．

の原理により本件フックを起こそ

うとしたところ、鉄棒が外れて本件フックが倒れたため、作業を補助

しようと本件フックに手を掛けていた甲板員Ｂが、右手中指及び環指

を本件フックと甲板との間に挟まれたことにより発生したものと考え

られる。 

参考  Ｂ船の船舶所有者は、本事故後、玉掛治具に吊ピースを溶接して甲

板との間に隙間ができるようにし、また、玉掛治具にシャックルをつ

なぐ際にはクレーンを使用して吊り上げることなどの作業手順の改訂

を行った。 

 


